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○北広島市子どもの権利条例検討委員会設置要綱 

 

 (設置) 

第１条  本市における子どもの権利擁護の推進を目的とした「(仮称)北広島市

子どもの権利条例」を策定するため、北広島市子どもの権利条例検討委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

(所掌事項) 

第２条  委員会は、子どもの権利条例の策定に関し、必要な事項を検討協議し、

市長に意見を述べるものとする。 

(組織) 

第３条  委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２  委員は、学識経験者、関係団体の職員、公募による市民その他市長が適当

と認める者の中から市長が委嘱する。 

３ 委員会に必要に応じて部会を置くことができる。 

 （任期） 

第４条  委員の任期は、委嘱の日から所掌事項が終了するまでの期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第６条  委員会の会議は、委員長が招集する。 

 （委員以外の者の出席） 

第７条  委員長は、必要があると認めるときは､委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

(庶務) 

第８条  委員会の庶務は、保健福祉部児童家庭課において行う。 

 （委任） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は､委員

長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。 

 


